
高 松 市 開 発 指 導 要 綱 

 

平成 ４年３月 ３日 高松市告示第 ９８号 
平成 ７年６月 ７日 高松市告示第３８９号（一部改正） 
平成１６年５月１７日 高松市告示第３４１号（一部改正） 
平成２３年８月１５日 高松市告示第５４７号（一部改正） 
平成２６年４月 １日 用字用語整備 
令和 元年７月２５日 高松市告示第２９６号（一部改正） 

 （目的） 

第１条 この要綱は、本市において行われる開発行為に対する指導に関し必要

な事項を定めることにより、無秩序な開発を防止するとともに、公共施設等

の整備と改善を図り、もって健康で明るく住みよいまちづくりに寄与するこ

とを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）開発行為 主として建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１

号に規定する建築物の建築又は都市計画法（昭和43年法律第100号｡以下

｢法 ｣という｡）第４条第１１項に規定する特定工作物の建設の用に供す

る目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 

（２）開発区域 開発行為を行う土地の区域をいう。 

（３）公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、水路及び消防水

利施設をいう。 

（４）公益施設 教育施設、集会施設、交通施設、医療施設その他市民の共

同の福祉又は利便のために供する施設をいう。 

（５）事業者 開発行為を行う者をいう。 

 （適用範囲） 

第３条 この要綱は、本市の区域内において行われるすべての開発行為につい

て適用する。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

（１）都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域において行

う開発行為で、開発区域の面積が1,000平方メートル未満であるもの 

（２）都市計画区域のうち用途地域が定められていない土地の区域において

行う開発行為で、開発区域の面積が700平方メートル未満であるもの 



（３）都市計画区域外において行う開発行為で、開発区域の面積が１ヘクタ

ール未満であるもの 

（４）その他法令に基づく許可不要の開発行為 

２ 同一事業者又は同一土地所有者が、開発行為を施行中の区域に隣接して開

発行為を行う場合又は法第３６条第３項の規定による公告（以下「開発行為

完了公告」という。）後１年以内若しくは建築基準法施行規則（昭和２５年

建設省令第４０号）第１０条第１項の規定による道路位置指定の公告（次項

において「道路位置指定公告」という。）後１年以内（開発許可及び道路位

置指定をともに要しない場合は建築確認後１年以内）に、当該開発行為を完

了した区域、当該道路位置指定をした区域若しくは当該建築確認した区域に

隣接して開発行為を行う場合は、一体的な開発行為とし、これらの合算面積

をもって、この要綱を適用するものとする。 

３ 開発行為完了公告又は道路位置指定公告のあった日から１年以内に、これ

らの公告に係る区域に隣接し、かつ、当該区域の公共施設を利用して行う開

発行為であって、全体として一体的な土地利用が行われる場合は、これらの

開発行為は、一の開発行為とみなす。  

４ 都市計画区域のうち、用途地域が定められていない地域であって、都市再

生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項の規定に基づく高

松市立地適正化計画により居住誘導区域に定められている区域外の区域にお

いて住宅地又は住宅の建築に係る開発行為（自己の居住の用に供するものに

係るものを除く。）を行う場合における前２項の規定の適用については、こ

れらの規定中「１年以内」とあるのは、「５年以内」とする。 

 （開発区域の制限） 

第４条 次に掲げる区域は、原則として開発区域に含まないものとする。 

（１）公共事業計画予定地域 

（２）法第１１条に規定する都市施設のある区域 

（３）法第９条第２２項に規定する風致地区 

（４）自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第１項に規定する

国立公園内の特別地域 

（５）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５



７号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

（６）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定す

る地すべり防止区域 

（７）森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項又は第２項に規

定する保安林及び同法第４１条第１項又は第３項に規定する保安施設地

区 

（８）農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条

第２項第１号に規定する農用地区域 

（９）史跡、名勝又は天然記念物の指定区域 

（１０）その他法令等に基づく規制区域 

 （事前協議） 

第５条 事業者は、原則として開発許可の申請を行う前に当該開発行為の計画

について、あらかじめ市長と協議しなければならない。許可された開発行為

の内容を変更する場合も、同様とする。 

 （利害関係人に対する説明等） 

第６条 事業者は、開発区域周辺に及ぼす影響を考慮して、あらかじめ事業計

画の内容を利害関係人に説明し、かつ、理解を得るよう努めなければならな

い。 

２ 開発行為に起因して生じた第三者との紛争は、すべて事業者の責任と負担

において解決するものとする。 

 （防災の措置等） 

第７条 事業者は、開発行為及び開発行為に関する工事(以下単に｢工事｣とい

う｡)に起因する災害及び公害の防止並びに住民の生命及び財産の保全に最大

の努力を払わなければならない。 

２ 工事に伴い、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に与えた損害は事

業者の責任と負担において、遅滞なく、その復旧又は賠償をしなければなら

ない。 

３ 事業者は、開発行為を中止し、又は廃止しようとするときは、既に施行さ

れた工事によって災害が発生し、又は開発区域内及びその周辺の土地利用に

支障を及ぼすことのないよう適切な措置を講じなければならない。 



 （埋蔵文化財等） 

第８条 事業者は、開発区域及びその周辺区域における埋蔵文化財の存否及び

取扱いについて、市教育委員会と協議するとともに、開発行為に当たっては、

埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、市教育委員会に届け出

て、その指示に従わなければならない。 

２ 事業者は、文化財の周辺において開発行為を行おうとするときは、市教育

委員会と協議し、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の精神を尊重し、保

全等の措置について、その指示に従わなければならない。 

 （開発行為の計画変更等） 

第９条 事業者は、やむを得ず開発行為の計画を変更し、又は廃止しようとす

るときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

 （工事の検査等） 

第１０条 事業者は、工事が完了したときは、速やかに市長に届け出て、完了

検査を受けなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、随時中間検査を行うことができる。 

 （公共施設等の管理及び引継ぎ） 

第１１条 開発行為により設置される公共施設又は公益施設(以下｢公共施設

等｣という｡)は、法第３２条の規定による管理予定者との協議に基づき、開

発行為完了公告の日の翌日において管理予定者の管理に属するものとする。

ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は法第32条の規定によ

る協議により管理者について別段の定めをしたときは、これらの者の管理に

属するものとする。 

２ 前項の場合において、管理引継が完了するまでは、事業者の責任と負担に

おいて管理しなければならない。 

３ 公共施設等の管理引継に当たっては、その施設の確認は、各管理予定者が

行うものとし、不備なものについては、事業者の責任と負担において整備し

なければならない。 

４ 公共施設等の用に供する土地は、管理引継の申請又は寄附申込時点までに、

帰属及び管理引継の妨げとなるすべての権利(所有権を除く｡)が抹消されて

いなければならない。 



 （費用負担） 

第１２条 事業者において前条第1項の規定に基づき設置された公共施設等は

管理予定者に無償提供するものとする。 

 （指導又は助言） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して指導し、又は

助言することができる。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際現に開発許可の申請等を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成７年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年５月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 １ この要綱は、令和２年７月２７日から施行する。  

２ 改正後の高松市開発指導要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理

をした開発許可の申請に係る開発行為について適用し、同日前に受理をし

た開発許可の申請に係る開発行為については、なお従前の例による。 


